
掛川市告示第123号

掛川市指定金融機関等の指定（平成17年掛川市告示第１号）の一部を次のように改正する。

平成26年12月26日

掛川市長 松 井 三 郎

２の表中

「
掛川市農業協同組合 上内田支所 掛川市上内田877番地の１

」

を

「
掛川市農業協同組合 上内田支所 掛川市上内田877番地の１

掛川市農業協同組合 やよい支所 掛川市弥生町234番地
」

に改める。

附 則

この告示は、平成27年１月９日から施行する。


